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昭和20年代に岡山県であった
医療行為に関する判例

　判例に基づいた、例の解説をとの希望があり、顧問弁護士の先生に聞くと要望があれば、
それにあった症例を探しますとのことでしたが、我が家の本棚を見ていると「判例医療過
誤」医療判例研究会　新日本法規出版社という判例集を見つけました。
　その中より第１編　第１章診療行為で取り上げられている例は広島高裁岡山支部昭和29
年４月13日判決例で「医行為とは、主観的には疾病治療を目的とし、客観的にはその方法
が現代医学に基づき診断治療可能である行為をいう」とあり、興味があったので、今回は
この判例を取り上げました。
　内容は被告人は医師でないのに拘わらず、被診察者に対し自身の右示指をその眼前に突
出してこれを凝視させながら上下左右に動かし病状の診断をした。
　ここに医療行為とは人の疾病治療を目的とし現時医学の是認する方法により診察、治療
をなすこと、換言すれば主観的には疾病治療を目的とし客観的にはその方法が現代医学に
基づくもので診療治療可能のものたるを要すると解される。
　そこで被告人の判示行為が所謂医療行為として認められるかどうか？
　被告人は病気に悩む人より金銭を搾取しようと企て、その手段として上記の診断類似行
為をなし、この病気にはこの薬が特効薬であるからこれを飲めば必ず治るといい、なんら
薬剤的効果の無い焼骨粉を「この薬はうなぎの生胆、蝮、赤蛙、朝鮮人参、猿の脳味噌、
鹿の角等を蒸し焼きにした高貴薬である」と偽って相手方をその旨誤信させ薬代として金
銭を搾取しようとしたものである。
　結論として、この行為は医療行為とは認められないとした判決で、昭和29年に岡山で、
今から60年前にこのようなことでも裁判が行われたが、最近でも同様なことが起こりえる
とも考えられる。現在から見ると、不可解な判例である。
� （文責　中村理事）
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保険医療機関等に係る中国地方の状況について

　中国地方社会保険医療協議会総会が、平成25年４月16日に広島合同庁舎で開催された。本総会は、
支払側委員、診療側委員、公益委員計20人で構成されている。
　総会は、年２回開催される定例総会の他、保険医療機関の取り消し、あるいは取り消し相当といっ
た審議案件があれば随時開催される。昨年は５月、７月、10月と３回開催された。今回の総会では、
審議案件はなく、保険医療機関等に係る中国地方の状況について報告があったのでその概要を記す。
　グラフと表①は、中国５県の保険医、保険薬剤師数の年度推移をまとめたもので、上段のグラフ
と表は、左から鳥取・島根・岡山・広島・山口の県ごとに、それぞれ医師・歯科医師・薬剤師数の
平成22年４月から平成25年４月までの４年間の推移をまとめたものであるが、全体としては、微増
ということで推移している。
　グラフと表②は、中国５県の県別の保険医療機関・保険薬局数の推移をまとめたものであり、医
科の保険医療機関、歯科の医療機関、保険薬局を平成24年４月から平成25年４月まで４年間の推移
で纏めてある。いずれも横ばいという状況で推移している。
　グラフと表③は、新規個別指導の平成21年度から平成24年度までの各県事務所の実施件数を纏め
たものである。平成21年度から平成23年度までの件数は厚生労働本省で公表されたもので、平成24
年度の数値は速報値である。この新規指定個別指導は個別指導をより簡便な方法で行う指導であり、
新たに指定を受けた保険医療機関・保険薬局を対象としており、指定後６ヶ月を経過した時期以降
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に実施している。個別指導と比べると、時間も短時間で、診療報酬明細書、いわゆるレセプトも少
数で教育的効果を目的として実施するものである。
　グラフと表④は、個別指導で、新規指定個別指導と同様に平成21年度から平成24年度までの各県
事務所の実施件数を纏めたものである。個別指導は、個別の面談方式で診療報酬明細書、カルテ等
の関係書類を閲覧して実施するものである。指導対象の保険医療機関・保険薬局は、保険者あるい
は被保険者、審査支払機関等から診療内容や診療報酬請求書に関する情報提供があったものや、前
年度以前に個別指導を行った保険医療機関・保険薬局で再指導が必要されたものや、あるいは高点

表②

表③
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数によるものである。
　この、指導の対象となる機関は、各県事務所で実施している選定委員会の選定を経て実施してい
る。指導後の措置としては「概ね妥当」「経過観察」「再指導」がある。個別指導は機関数の４％に
対して実施することになっているが、岡山・広島については新規指定個別指導を優先して行ってい
るため、個別指導の実施件数が低くなっている。
　グラフと表⑤は、集団的個別指導の実施件数を纏めたものである。集団的個別指導は、指導対象
となる医療機関等に対して教育的な観点から平均点数が高いことを認識し、保険医療に対する理解

表⑤

表④
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表⑥

を一層深めることを主眼に実施するものである。
　グラフからもわかるように、中国５県においても広島県と岡山県では未実施となっています。実
施している県事務所においても、個別部分は実施せず、集団部分のみを実施しているところもある。
　グラフと表⑥は、監査の実施状況である。監査については、診療内容や診療報酬の請求に不正ま
たは著しい不当があったことを疑うに足る理由があるとき、または正当な理由がなく個別指導を拒
否したときなどに実施するものである。
　表⑦は、中国５県における医師の状況である。平成12年度、平成20年度、平成22年度における人
口10万人対医師数である。中国５県は全国平均をいずれの県も上回っており、特に、広島・岡山で
は全国平均を大幅に上回っており、医師数については、中国５県は恵まれている
　以上、中国地方の医療機関等の状況について記載した。何かの参考になれば幸いである。

管内における医師・歯科医師・薬剤師の状況

表⑦

（単位：人）

厚生労働省大臣官房統計情報部「医師・歯科医師・薬剤師調査」の結果をもとに中国四国厚生局において作成
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公開質問状への回答

　　第183回岡山県医師会臨時代議員会質問者
　　藤田愼一代議員殿、守安文明代議員殿、笠井英夫代議員殿、鳥越恵治郎代議員殿

　　共同提出者
　　内田耕三郎代議員殿、草野　功代議員殿、福岡英明代議員殿、
　　井戸俊夫　前岡山県医師会長殿、糸島達也　岡山県医師会理事殿、
　　江澤和彦　岡山県医師会理事殿、岡部史朗　岡山県医師会理事殿、
　　神㟢寛子　岡山県医師会理事殿、国富泰二　岡山県医師会理事殿、
　　清水信義　岡山県医師会副会長殿、田中茂人　岡山県医師会理事殿、
　　土井基之　岡山県医師会理事殿、中島豊爾　岡山県医師会理事殿、
　　松山正春　岡山県医師会理事殿� （順不同）

公益社団法人岡山県医師会長　丹�羽�国�泰

　去る５月10日発行の岡山県医師会報第1357号に掲載された公開質問状にお答えします。

１．井戸前執行部に不正があったかのような発言をしましたが、不正があったとするなら、
不正の事実、不正の内容、不正を行った者の氏名を具体的に明らかにすること。

　　【回答】
　　　井戸前執行部に不正があったかのような発言は一切していない。
　　　理事会で録音テ－プを聞き、確認できた。

１．土地購入に関して岡山県医師会に警察、司直の手が入っていると発言したが、それ
は岡山県医師会のどの部署の誰にどのような形で入っているのか、明らかににする
こと。

　　【回答】
　　　岡山県医師会に警察、司直の手が入ったというような発言はしていない。事実誤
認も甚だしい。またそのような事実もない。

　　　県警は岡山駅西口の再開発に関して今調査しているが、そのなかで、何人かの素
行不良者、暴力団関係者が調査に浮上してきたらしい。

　　　岡山県医師会の土地についても西口開発とは無縁ではないということで、県警は




